
指定訪問リハビリテーション・指定介護予防訪問リハビリテーション重要事項説明書 

（令和 7年 4月 1日改定） 

 

 

１． 概要 

     名 称：医療法人 社団愛友会 介護老人保健施設ケアセンター習志野 

      所在地：千葉県習志野市秋津３－５－２ 

        電話番号：０４７－４５３－５１１１  ＦＡＸ：０４７－４５３－５１８１ 

         （事業者番号：１２５－０２８００１６） 

 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

   サービス提供地域：習志野市の区域とする。 

         ※上記地域以外にお住まいの方でもご相談に応じます。 

（２）職員体制 

    

（３）サービス提供の時間帯 

   営業日：以下の日を除く月曜日から土曜日まで。 

       ア 日曜及び国民の祝日 

       イ 年末年始（12月 31日～1月 3日） 

   営業時間：午前 8時 30分～午後 5時 30分まで 

 

２．サービスの内容 

●理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、要介護・要支援状態にあり、主治医がリハビリ

テーションの必要性を認めた在宅要介護（要支援）者に対し、適切な（介護予防）訪問リハ

ビリテーションを実施します。 

●利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう生活機能の維持又は向上を目指します。 

 

３．サービスの利用方法 

（１）利用申し込みからサービス開始まで 

    ①居宅ケアマネージャーより、お問い合わせ下さい。 

マネジメント連絡用紙を作成して頂きます。 

その他、確認事項（利用曜日・時間の調整、加算等算定の確認、駐車場の確認等） 

管理者（医師） 常勤 １名  

医師 非常勤 2名 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 常勤 1名 



    ②主治医からの診療情報提供書を送付頂きます。 

    ③自宅訪問（当事業所医師の診察・指示の作成、契約等） 

 

※訪問リハビリの実施には、医師の訪問リハビリ指示が必要となります。当事業所医師によ

る訪問リハビリ指示にあたり、ご利用者様の主治医師より診療情報提供書を頂いております。

書類作成のため、料金が発生することがございます。その料金は、ご利用者様の負担となり

ます。又、ご利用者様の変化に応じ、再度、主治医師による診療情報提供書が必要となる場

合がございますので、ご了承下さい。 

 

主治医からの診療情報提供書と当事業所医師の指示により、３ヶ月の訪問リハが可能となり

ます。継続にあたっては、主治医からの継続に関する診療情報提供書と当事業所医師の指示

の更新が必要となります。 

合わせて、リハビリ会議を開催し、訪問リハビリテーション計画書を作成・提示し、同意を

得た上で、訪問リハビリテーションを実施、継続していきます。 

 

（２）サービスの終了時 

 関連スタッフによるリハビリ会議を、終了１ヶ月前を目安に実施し、各所への情報提供を実施

致します。 

 

 

４．個人情報の利用について 

利用者またはその家族の個人情報について、適切な取り扱いに努め、同意の上利用致し

ます。 

（１） 医療上緊急の必要がある場合（救急搬送時等） 

（２） サービス担当者会議等において、利用者に関わるサービス事業者、又は医療機関に対

する情報提供 

（３） 法令に則り、事業所運営上必要とされる場合（保険者又は審査支払機関、または外部

監査機関等） 

（４） 後進育成（後進育成の為の教育機関として、実習生の受け入れを行っています。従業

者の指導・監督の下実施されますが、その過程において、資格取得前の学生が見学・

対応を行うことがあります。必要に応じて、個別に説明し同意を頂きます） 

（５） 研究（介護医療福祉サービスの質の向上・従業者の教育の為、学会等で研究発表を行

っています。各種情報の取扱いには充分配慮し、個人が特定されない形で利用させて

頂くことがあります。必要に応じて、個別に説明し同意を頂きます） 

 

 

 



５.感染症対応、衛生管理について 

事業所は従業者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。また、

事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

事業所において感染症が発生・まん延しないよう、感染症の予防及びまん延防止の為 

の指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備します。 

ア） 事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の対策を検討する委員会

を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています 

イ） 事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の指針を整備しています 

ウ） 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止の為の研修及び訓練を定期的に

実施します 

 

６.業務継続計画の策定等について 

（１）事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する当該訪問リハサービ

スの提供を継続的に実施する為、及び非常時の体制で早期に業務再開を図る為の計画（業務

継続計画）を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じます。 

（２）事業所は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施します。 

（３）事業所は、定期的に当該計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

います。 

 

７.虐待防止について 

当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止する為、以下に掲げる事

項を実施します。 

（１） 虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に

周知徹底を図っています 

（２） 虐待防止の為の指針を整備しています 

（３） 従業者に対して、虐待を防止する為の定期的な研修を実施しています 

（４） 虐待防止に関する措置を適切に実施する為の担当者を定めています 

（５） 従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報します 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



同意書 

   年   月   日 

【事業所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご利用者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業者は、利用者に対する訪問リハビリテーションの提供開始にあ

たり、利用者に対して本書面に基づいて、ご利用者にサービス内容及

び重要事項を説明しました。 

＜事業者名称＞   介護老人保健施設ケアセンター習志野   

＜事業者住所＞      千葉県習志野市秋津３－５－２   

＜説 明 者＞                   印   

私は、サービス内容及び重要事項について、文書に基づいて、事業者

から説明を受けました。 

 

（ご本人） 

  ＜氏名＞               印   

  ＜住所＞                   

（代理人の場合） 

  ＜氏名＞               印   

  ＜住所＞                   

 


